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「中国向け輸出水産食品の取扱いについて」の一部改正について

中国向け輸出水産食品については、「中国向け輸出水産食品の取扱いについて」（平

成２５年１０月１７日付け食安発１０１７第１号。以下「通知」という。）により取り

扱っているところです。

今般、昨年５月に実施された中国政府による中国向け輸出水産食品登録施設に係る現

地調査の結果について中国政府と協議を行ったところ、中国向け輸出水産食品登録施設

の定義を更に見直す必要が生じたことから、下記のとおり改正することとしましたので、

特段の御理解、御協力をいただくとともに、貴管内関係営業者等への周知について、御

配慮いただくようお願いします。

記

中国政府が定める水産食品衛生関係規定を踏まえ、中国向け輸出水産食品登録施設の

うち、保管施設の定義の見直しを行い、中国政府に登録された日本国内の加工施設で加

工された中国向け輸出水産食品を最終保管する保管施設についても、登録が必要な対象

に追加する。また、その他所要の改正を行う。（通知の別紙「中国向け輸出水産食品の

取扱要領」を別添新旧対照表に改正する。）


